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議会運営委員会 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和３年１１月１日（月曜日）

午前１０時００分開会，午前１０時２０分閉会

場 所 第３委員会室

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日 程

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 議長挨拶

４ 協議事項

（１）令和３年第２回臨時会の運営について

① 日程について

② 上程される議案等について

ア 報 告（ ４件）

イ 補正予算（ １件）

（２）他都市への行政視察の取り扱いについて

（３）その他

５ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（７名）

委員長 海老原 一郎

副委員長 平石 勝司

委 員 篠塚 昌毅

委 員 鈴木 一彦

委 員 下村 壽郎

委 員 今野 貴子

委 員 塚原 圭二

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（０名）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

その他出席した者

議 長 小坂 博

副議長 勝田 達也

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（５名）

副市長 東郷 和男
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副市長 栗原 正夫

市長公室長 川村 正明

財政課長 山口 正通

財政課財政係長 小神野 昭博

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員

局 長 小松澤 文雄

次 長 天貝 健一

係 長 小野 聡

主 任 津久井 麻美子

主 任 松本 裕司

主 幹 鈴木 優大

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（０名）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○海老原委員長 ただ今より議会運営委員会を開会いたします。傍聴はありませんね。

（「なし」との声あり）

○海老原委員長 では，議長の方からご挨拶願います。

○小坂議長 国政の方が終わりまして皆さん大変お疲れのところだと思いますけど，第

２回臨時会ということで皆さんよろしくお願いいたします。

○海老原委員長 それでは，早速，協議事項に入ります。サイドブックス議会運営委員

会，令和３年，１１月１日開催をお開きください。協議事項１令和３年第２回臨時会の

日程案について，協議をお願いします。執行部から説明をお願いします。

○東郷副市長 サイドブックス資料ナンバー１をお願いします。令和３年第２回臨時会

日程案でございます。１１月５日午前１０時開会。会期１日とさせていただきます。全

員協議会については執行部からはございません。

〇海老原委員長 ただ今の説明で何かありますか。

（「なし」の声あり）

○海老原委員長 それでは，第２回臨時会の日程については，執行部説明のとおりとい

たします。次に，上程される議案等の説明をお願いします。まず，報告について，執行

部から説明をお願いします。

○川村市長公室長 令和３年第２回臨時会の議案等概要につきまして，ご説明いたしま

す。サイドブックスの議会運営委員会，令和３年，１１月１日開催，資料２議案概要を

お開きください。１ページ表紙をご覧ください。今回の提出案件は，報告４件，議案１

件，合わせて５件でございます。２ページをお願いいたします。提出案件の一覧でござ

います。報告といたしまして，専決処分４件，議案といたしまして，補正予算１件，合計

５件でございます。３ページをお願いいたします。専決処分４件につきまして，順次ご
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説明いたします。報告第４２号公用車に係る物損事故の和解につきましては，公用車が，

真鍋５丁目地内にある茨城県土浦合同庁舎の駐車場を走行中，駐車場内の通路を右折す

る際に，左から走行してきた相手方の車両に接触し，相手方の車両の一部が破損した損

害に対する和解でございます。なお，本件事故に起因する対人賠償額については，後日

確定の見込みでございます。報告第４３号公用車に係る人身事故の和解につきましては，

本年９月の第３回定例会において，物損事故の和解について報告をしておりますが，公

用車が中村西根地区内，国道３５４号線を走行中，信号待ちから再発進した際，前方の

相手方車両に接触し，相手方が打ち身等を負ったことによる和解でございます。４ペー

ジをお願いいたします。報告第４４号学校施設管理瑕疵に係る物損事故の和解につきま

しては，下高津小学校内駐車場において，立木の枝が落下した際に，下に駐車していた

相手方の車両に接触し，車両の一部が破損した損害に対する和解でございます。報告第

４５号学校施設管理瑕疵に係る物損事故の和解につきましては，都和小学校内駐車場に

おいて，市職員が，草刈作業中，刈払機により跳ねた石が相手方の車両にあたり車両の

一部が破損した損害に対する和解でございます。以上４件の報告につきましては，いず

れも，和解成立日に専決処分を行ったものであり，地方自治法第１８０条の規定により

報告するものでございます。以上で報告案件の説明を終わります。

〇海老原委員長 ただ今の説明で何かありますか。

（「なし」の声あり）

○海老原委員長 では次に，補正予算について，説明をお願いします。

○川村市長公室長 続きまして，議案の説明をさせていただきます。５ページをお願い

いたします。議案第５９号令和３年度一般会計補正予算（第９回）につきましては，一

般会計歳入歳出予算の表をご覧ください。歳入歳出それぞれ２億６,３６１万２，００

０円を追加し，総額を５２４億９,１７９万９，０００円とするものでございます。歳

入には，国庫支出金，繰入金の計上でございます。具体的な内容は，補正予算概要をご

覧ください。４款衛生費，１項保健衛生費，２目予防費には，項目が２つございます。

１点目の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業は，新型コロナウイルスワクチ

ンについて，２回目接種終了後，概ね８か月以上経過した者を対象に，１回追加接種を

実施するための体制を確保するため，令和３年１２月１日から令和４年３月３１日まで

に要する費用の増でございます。全額国の負担となることから，同額を歳入に計上して

おります。なお，４月から７月末までの接種体制を確保する必要があることから，資料

にはございませんが，債務負担行為の設定をいたします。２点目新型コロナウイルスワ

クチン接種事業は，追加接種に係る，集団接種医療従事者の費用及び個別接種費用の計

上でございます。こちらも全額国の負担となることから，歳入に同額を計上しておりま

す。６款商工費， １項商工費，２目商工業振興費，緊急事態宣言の影響緩和に係る一

時支援金支給事業は，緊急事態宣言等の影響を受け，売上の急減に直面する事業者に対

し，県と協調して，一時金を支給することで，事業継続の支援を図る費用の計上です。

対象は，一般枠と酒類枠があり，一般枠については，本年８月又は９月の売上が，前年

同月比３０パーセント以上減少した事業者で，営業時間短縮要請に協力した飲食店と直
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接取引がある事業者，または，外出自粛要請により直接的に影響を受けた，主に対面で

個人向けに商品やサービスを提供する事業者が対象となります。酒類枠は，酒類製造免

許又は酒類販売業免許を有する事業者で，本年８月または９月の月間売上が，３０パー

セント以上減少した法人及び個人事業者が対象となります。一時金の支給額について

は，県に準じ，一般枠については，売上高に応じて算定した額，１０万円から２５０万

円とし，酒類枠については，売上減少割合に応じた額とし，法人については，月額１０

万円から３０万円，個人については月額５万円～１５万円とし，最大２ヵ月分支給する

ものです。支出見込額４，４７０万円のところ現予算残額を差し引いた２，７５０万円

の計上でございます。財源として，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の留保分２，０００万円を充当するものでございます。説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

〇海老原委員長 ただ今の説明で何かありますか。

（「なし」の声あり）

○海老原委員長 以上で，上程される議案等の説明は終わりました。その他，執行部か

ら何かありますか。

○東郷副市長 ございません。

○海老原委員長 それでは，執行部の皆様は退席していただいて結構です。

（執行部退席）

○海老原委員長 次に，他都市への行政視察の取り扱いについて，ご協議をお願いしま

す。事務局から説明願います。

○天貝事務局次長 資料３をお開きください。全国議長会からの行政視察についての通

知になります。これまで行政視察につきましては，全国議長会からの自粛要請や世論，

市民感情を鑑みて本市議会においても自粛して参りましたが，今回の通知では端的に申

し上げますと解除するというものでございます。ただし，視察を実施する際には，視察

先の感染状況及び国・県の方針を踏まえ，視察先の自治体の意向を配慮した上で計画す

るようにとの内容でございます。この通知についての全議員へのお知らせにつきまして

は，５日の臨時会では全協の予定がありませんので，この後メールに添付して全議員に

通知したいと考えております。説明は以上です。

○海老原委員長 皆様，ご意見等はございますか。

○篠塚委員 視察に行く際は相手先のことを良く聞くのも良いんですけど，土浦市とし

ては受け入れはどうしていくかという方向性は検討していますか。

○天貝事務局次長 議長とも相談させていただきまして，いったん事務局で受けて，執

行部の方で都合等が良ければ，事務局の方でも感染対策を行いまして，執行部の意見も

伺いまして前向きに受け入れしていきたいと考えております。

○海老原委員長 その他ございませんか。

（「なし」の声あり）

○海老原委員長 それでは，事務局からの説明のあったとおりでよろしいですか。

（「異議なし」との声あり）
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○海老原委員長 それでは，事務局説明のとおりといたします。次にその他に移ります。

事務局から何かありますか。

○天貝事務局次長 ございません。

○海老原委員長 それでは今回の資料は，各議員にこの後，非公表とするものはありま

せんか。事務局いかがですか。

○天貝事務局次長 ございません。

○海老原委員長 なければ，すべての資料を公表とさせていただきます。

○海老原委員長 それでは，以上を持ちまして議会運営委員会を閉会します。お疲れ様

でした。


